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公 示 送 達 書 

 

 

                                          第  号 

令和 年 月 日 

 

 

 下記の書類は、当税務署          に保管してありますから出署の上受領してください。 

 

 

税務署長       ㊞ 

 

 

 

書類の送達

を受けるべ

き者 

 

住 所 又 は 

 

所 在 地 

 

 

氏名又は名称 

 

（代表者名） 

 

 

送 達 す る 

 

書 類 名 

 

      免許取消しの聴聞通知書 

 

 

（注意） 

  行政手続法第 15条第３項の規定により、この掲示をした日から起算して２週間を経過したときに

書類の送達があったものとみなされます。 

 

 

 

 

 

 

   

 

（記載要領） 

本文の「   免許」には、酒類（酒母・もろみ）製造免許又は酒類販売業免許の区分を記載する。 

なお、製造免許については、免許の区分に応じ「清酒製造免許」等と記載する。 


